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島
根
県
教
職
員
協
議
会
（
島
教
協
）
は
、
結
成
六
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
れ
は
島
根
県
教
職
員
協
議
会
の
前
身
で
あ
る
「
島
根
県
教
職

員
組
合
協
議
会
」
の
結
成
大
会
が
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）

の
十
月
二
十
八
日
に
出
雲
市
体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
六
十
年

目
を
迎
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

当
初
、
今
年
十
月
二
十
三
日
に
、
昨
年
度
予
定
し
、
延
期
し
て
い
ま

し
た
「
結
成
六
十
周
年
記
念
式
典
」
を
兼
ね
て
、
「
全
日
教
連
中
四
国

ブ
ロ
ッ
ク
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
や
む
な
く
中
止
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
と
て
も
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

式
典
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
私
た
ち
会
員
は
こ
の
結
成
六
十
年

と
い
う
節
目
に
、
一
人
一
人
が
再
度
、
こ
の
島
根
県
教
職
員
協
議
会
と

い
う
団
体
の
存
在
意
義
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
よ
り
良
き
成
長
の
た
め
に
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
偏
る
こ
と
な
く
、
教
育
の
正
常
化
を
訴
え
続
け
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
ま
た
教
育
専
門
職
と
し
て
誇
り
と
自
信
を
も
っ
て
、
日
々

教
育
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 

そ
し
て
更
に
、
こ
の
理
念
や
活
動
の
様
子
を
多
く
の
会
員
で
は
な
い

教
職
員
に
今
ま
で
以
上
に
伝
え
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
仲
間
と
し
て

加
わ
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
極
め
て
ご
多
忙
の
毎
日
を
お
過

ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
少
し
で
も
時
間
を
見
つ
け

て
い
た
だ
き
、
職
場
で
島
根
県
教
職
員
協
議
会
の
取
組
に
つ
い
て
話
題

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

結
成
六
十
周
年
を
迎
え
、
今
ま
で
活
動
に
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
会
員

の
皆
様
、
諸
先
輩
方
に
改
め
て
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 
 

 

結
成
六
十
周
年
に
あ
た
り
、
吉
田
会
長
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
会
員

の
皆
様
に
別
紙
に
て
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 

祝 

島
根
県
教
職
員
協
議
会 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

結
成
六
十
周
年 

 

会
員
ア
ン
ケ
ー
ト 

 
 

 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！ 

  

今
年
度
も
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
調
査
局
及
び
出
雲
市
教
職
員
協
議
会
調
査
部
の
方

で
集
計
を
行
い
、
現
在
島
根
県
教
育
委
員
会
へ
の
要
望
活
動
（
十
月
の

予
備
交
渉
、
十
一
月
の
本
交
渉
）
に
向
け
て
、
会
員
の
皆
様
の
声
を

し
っ
か
り
と
伝
え
る
べ
く
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

 

今
年
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
「
子
ど
も
た
ち
の
よ
り
良
き
成
長
の

た
め
に
」
を
活
動
理
念
と
し
て
い
る
私
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
教
育
課

題
を
ま
ず
は
解
決
し
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
つ
か
み
、
要
望
活
動
に

活
か
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
小
・
中

学
校
で
は
、
「
特
別
に
支
援
を
要
す
る
児
童
の
増
加
や
対
応
」
「
児

童
・
生
徒
の
基
礎
学
力
の
低
下
」
「
不
登
校
・
不
登
校
傾
向
の
児
童
・

生
徒
の
増
加
や
対
応
」
が
、
幼
稚
園
で
は
「
職
員
の
勤
務
体
制
や
勤
務

条
件
の
厳
し
さ
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
影
響
」
が
上
位
を
占
め
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
を
改
善
す
る
に
は
、
教
育
現
場
に
お
い
て
人
員
の
配
置
を
よ

り
積
極
的
に
進
め
る
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
今
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
い
る
「
島
根
創
生
計
画
」
に
伴
う
少
人
数
学
級
編
成
の
改
悪

に
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
・
支
援
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や
特

別
な
支
援
の
必
要
な
園
児
・
児
童
・
生
徒
に
十
分
な
支
援
が
行
わ
れ
て

い
な
い
現
状
、
不
登
校
・
不
登
校
傾
向
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
支
援
が

対
応
す
る
人
の
不
足
の
た
め
に
十
分
に
行
え
て
い
な
い
現
状
な
ど
が
、

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
教
育

現
場
の
状
況
を
教
育
委
員
会
に
伝
え
る
と
同

時
に
、
改
善
の
た
め
の
具
体
的
な
提
案
・
要

望
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、

今
後
も
学
校
や
園
の
状
況
等
を
事
務
局
に

メ
ー
ル
等
で
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
教
育
現
場

の
状
況
を
様
々
な
機
会
を
通
し
て
教
育
委
員

会
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 



               

 

 

 市町村立学校における再任用教職員の校長・教頭・主幹教諭への任用について 
  管理職志願者の減少・深刻化する人材不足などの課題に対応するために、退職者の校長等へ  

 の再任用が行われます。 

 ●対象：令和3年度末に退職する者、令和2年度以前に定年退職し、再任用教諭・指導主事・社   

     会教育主事として任用されている者。 

 ●選考方法：提出書類、面接、定年退職前の勤務評価・勤務実績等をもとにする。 

 ●条件：複数年勤務を継続する意欲があり、市町村教育委員会教育長の推薦があること。 

 ●配置方法：人材不足の深刻な地域に配置することを基本とし、定年退職前の正規教員の校   

       長・教頭・主幹教諭の昇任に支障をきたすことがないように配慮する。 

 ●任用：退職前の職が校長⇒校長、教頭、主幹教諭、退職前の職が教頭⇒教頭、主幹教諭 

     退職前の職が主幹教諭⇒主幹教諭  

     ※選考の結果、校長、教頭、主幹教諭として再任用されなかった場合は、教諭として     

      再任用を希望すれば、教諭として再任用職員候補名簿に登載することは可能であ 

      る。 

 ●スケジュール：出願9月～10月、面接11月、結果通知12月 

 ●その他：定年引上げ、役職定年制などと齟齬がないように、今後制度設計をしていく。 

 

 市町村立学校教育職員人事異動方針細則の改正について    

  いわゆる「人事異動ルール」が改正されます。現行のルールは平成１２年度から施行されて   

 います。しかし近年島教協からも申し入れを繰り返していますが、他地域勤務やへき地学校勤 

 務を希望しても叶わない等の問題が多数起こっていました。そこで他地域勤務の範囲の変更や 

 特例地域の設定、へき地学校勤務に代える学校の設定、異動希望の記入方法の変更等が行われ  

 る模様です。 

  この人事異動方針細則については、令和４年度末から実施されるようですが、急激な異動や 

 人員変動が生じないように、令和３年度末（今年度末）の異動から一部の規定が導入されると  

 のことです。 

  １０月～１１月に市町村教育委員会を通じて各学校に新しい人事異動のルールやスケジュー 

 ルについて伝えられるとのことです。１人１人がしっかり人事異動ルールを把握し、不利益を  

 被らないように注意をお願いします。 

 

新会員加入助成のご紹介 
 
① 新規に会員が加入された場合 

 

 単組・支部と学校にそれぞれ 

 ２，０００円の加入助成金を支給 

 します。 

 （講師会員の加入助成金は、単組・ 

支部と学校にそれぞれ５００円です） 

 

② 勧誘活動の助成 

 

 学校や専門部会において、新規に 

会員を勧誘するための茶話会等を行 

われる場合は、その経費の一部を助 

成します。 

 

 島教協事務局までご相談ください。 

  電話０８５３ー２２－７７６２ 

島教協相互援助規定のご紹介 

①結婚祝金の給付  ５，０００円 

②出産祝金の給付  ５，０００円 

③永年勤続祝金の給付５，０００円 

④病気見舞金の給付 ５，０００円 

   (傷病約１ヶ月の療養) 

⑤災害見舞金の給付 

（住宅又は家財の損害を受けたとき 

         程度に応じて） 

⑥死亡弔慰金 

   （会員・会員配偶者死亡） 

 

上記の規定に該当するときは、 

 ご本人または学校代表は、 

  事務局まで連絡をお願いします。 

 

  電話０８５３ー２２－７７６２ 

島根県教育委員会からの情報提供 

教員免許更新講習について 

（情報提供） 
 一部報道で「教員免許更新講習

は廃止」と流れましたが、正式決

定はまだされていません。事務局

にも「更新講習は受けなくてもい

いですか？」との質問がありまし

たが、「新制度が決まるまでは、

現行の制度できちんと受け、失効

されないようにしてください。」

とお答えしました。 

 定年延長になることもあり、慎

重な対応をお願いいたします。 

 新しい情報が入りましたら、改

めてお知らせします。 

  


